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あなたの確定申告をサポートします
国税庁から給与所得者の皆様へのお知らせ

確定申告により「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）」を受けるには、どのような書類
を用意して、どのように申告すればよいのかといった皆様の声から、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)
に「確定申告特集ページ」を開設し、確定申告に関する様々な情報を提供しています。

ネットで申告
おうちで作成

①最高3,000円の税額控除
　（平成19年分から24年分の間で、いずれか1回）
②添付書類の提出省略（書類の提出又は提示を求められることがあります）
③還付がスピーディー
④24時間受付
　※e-Taxの利用に際しては、事前準備が必要です。

e-Tax
国税電子申告・納税システム
e
国

さらに、e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用して
所得税の確定申告をすると、こんなにいいことがあります。

■確定申告特集ページでは
　給与所得者の方に向けて、次の還付申告の手続が流れに沿って
理解できるように説明しています。
●医療費控除の還付申告
●住宅ローン控除の還付申告
　また、確定申告に関して知りたい情報や必要な情報へ、すぐにア
クセスできます。

■申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で
　確定申告特集ページから「確定申告書等作成コーナー」を利用
すれば、申告書の作成がこんなに便利です。
●24時間いつでも使えます。
●画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算されます。
●作成した電子申告等データをe-Tax で送信できます。
（プリントアウトして郵送等により提出することも可能です。）

■動画で、分かりやすく解説
　インターネット番組「Web-TAX-TV～ジャンルで選べる税金ガイド～」では、税に関する手続を動画で
分かりやすく解説する番組を配信しています。

■そのほかにもできること、いろいろ

●確定申告書の用紙をダウンロードする。 ●確定申告の手引きをダウンロードする。

●税法の取扱いをタックスアンサーで調べる。 ●税務署の所在地等を調べる。
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Ⅰ
　
平
成
23
年
度
改
正

⑴
事
業
者
免
税
点
制
度
の
適
用
要

件
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
従
来
は
、基
準
期
間（
個
人
事
業

者
は
、そ
の
年
の
前
々
年
、法
人
は
そ

の
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度
）の

課
税
売
上
高
が
一
、〇
〇
〇
万
円
を

超
え
た
場
合
に
課
税
事
業
者
と
な

り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、平
成
23
年
度
改
正
に
よ

り
次
の
要
件
が
追
加
さ
れ
課
税
事

業
者
と
な
る
基
準
が
拡
大
さ
れ
ま

し
た
。

　
①
当
課
税
期
間
の
基
準
期
間
に

お
け
る
課
税
売
上
高
が
一
、〇
〇
〇

万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
、当
課
税
期

間
の
前
年
の
1
月
1
日（
法
人
の
場

合
は
前
事
業
年
度「
7
ヶ
月
以
下
で

あ
る
も
の
を
除
く
」開
始
の
日
）か

ら
6
ヶ
月
間
の
課
税
売
上
高
が一、〇

〇
〇
万
円
を
超
え
た
場
合
に
は
、当

課
税
期
間
に
お
い
て
課
税
事
業
者
と

な
り
ま
す
。

　
②
ま
た
、課
税
売
上
高
に
代
え
て
、

特
定
期
間（
個
人
事
業
者
の
場
合
そ

の
年
の
前
年
の
1
月
1
日
か
ら
6
月

30
日
ま
で
の
期
間
、法
人
の
場
合
そ

の
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
開
始

の
日
以
後
6
ヶ
月
の
期
間
）の
給
与

等
支
払
額
の
合
計
額
に
よ
り
判
定

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
な
お
、い
ず
れ
か
の
基
準
を
適
用

す
る
か
は
事
業
者
の
任
意
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
改
正
の
適
用
開
始
時
期
は
、

平
成
25
年
1
月
1
日
以
降
に
開
始

す
る
年
又
は
事
業
年
度
か
ら
適
用

さ
れ
ま
す
。

⑵
仕
入
税
額
控
除
制
度
に
お
け
る

「
95
%
ル
ー
ル
」の
適
用
要
件
の
見

直
し
に
つ
い
て

　
従
来
は
、当
課
税
期
間
に
お
け
る

課
税
売
上
割
合
が
95
%
以
上
の
場

合
に
は
、仕
入
税
額
控
除
が
全
額
可

能
と
い
う
特
例
的
な
計
算
方
法
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、平
成
23
年
度
改
正
に
よ

り
当
課
税
期
間
の
課
税
売
上
高
が

5
億
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、個
別

対
応
方
式
又
は一括
比
例
配
分
方
式

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
仕
入
控

除
税
額
の
計
算
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　
な
お
、い
ず
れ
か
の
方
式
を
適
用

す
る
か
は
各
事
業
者
の
任
意
の
た
め
、

そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
点

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
個
別
対
応
方
式
と
一
括
比
例
配

分
方
式
の
有
利
、不
利

②
個
別
対
応
方
式
を
適
用
す
る
場

合
の
事
務
負
担
の
増
加

③
一括
比
例
配
分
方
式
を
適
用
す
る

場
合
の
デ
メ
リ
ッ
ト
等

　
こ
の
改
正
の
適
用
開
始
時
期
は
、

平
成
24
年
4
月
1
日
以
降
に
開
始

す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

Ⅱ
　
平
成
24
年
度
改
正

⑴
消
費
税
率
の
引
上
げ

（
経
過
措
置
あ
り
）

①
平
成
26
年
4
月
1
日
施
行

消
費
税
6.3
%
＋
地
方
消
費
税
1.7
%

〈
計
8
%
〉

②
平
成
27
年
10
月
1
日
施
行

消
費
税
7.8
%
＋
地
方
消
費
税
2.2
%

〈
計
10
%
〉

⑵
特
定
新
規
設
立
法
人
の
納
税
義

務
の
免
除
の
特
例
制
度
の
創
設

　
そ
の
事
業
年
度
の
基
準
期
間
が

な
い
資
本
金
一
、〇
〇
〇
万
円
未
満

の
新
設
法
人
の
う
ち
、そ
の
事
業
年

度
開
始
の
日
に
お
い
て
他
の
者
等
に

よ
り
株
式
等
の
50
%
超
を
直
接
又

は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
場
合
で
、か

つ
、当
該
他
の
者
及
び
特
殊
関
係
法

人
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
課
税
売

上
高
が
5
億
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、当
該
新
設
法
人
の
基
準
期
間
が

な
い
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、事
業
者

免
税
点
制
度
を
適
用
し
な
い
こ
と
と

す
る
。

　
こ
の
改
正
の
適
用
開
始
時
期
は
、

平
成
26
年
4
月
1
日
以
降
に
設
立

さ
れ
る
新
設
法
人
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
ま
す
。

税
の
ミ
ニ
通
信

消
費
税
改
正
点
に
つ
い
て

消
費
税
改
正
点
に
つ
い
て

東
北
税
理
士
会 

郡
山
支
部

税
理
士 

関
根
　
美
彦
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